
 

 
 

【スクールサポーター(SS)制度運営部会運用規定（特別委員会）】 
 

１．スクールサポーター制度運営部会 

１）本部会はスクールサポーター制度（以下ＳＳ制度という）の運営主体として、本部内に 

特別委員会として置く。 

   ２）部会員  部会長：担当副会長（Ｐより前年度会長が選任） 

          部会員：学校側 … 教頭、教務主任 

              保護者側 … ＳＳ制度コーディネーター 

   ３）ＳＳ制度コーディネーター 

        ①ＳＳ制度の円滑な運営のために、専属のＳＳ制度コーディネーターを選任する。 

        ②選 任：ＰＴＡ会員より、前年度会長が選任する。 

        ③任 期：任期は１年間とし、再任は妨げない。 

④選任数：７名を目安とする。（現 PTA 会員を含む） 

⑤職 務：１－３）の各役割を主体的に行う。 

⑥兼 務：ＳＳ制度コーディネーターは、他委員会とは兼務できない。 

   ４）役割 ①登録票の配布、回収、登録データの入力。 

        ②各活動へ参加する会員情報の学校、ＰＴＡ各委員への提供。 

        ③各活動へ参加する会員への案内、確認。 

        ④参加会員の報告書の取りまとめ、参加データの入力 

        ⑤登録データの守秘、管理。 

        ⑥ＳＳ制度の実施状況の定期報告。 

        ⑦ＳＳ制度見直し案の本部への具申。 

        

２．ＳＳ制度の内容 

１）制度の目的 

      ＳＳ制度は、ＰＴＡ活動の参加数拡大並びに、活動の活性化により、共和中学校の学校

教育計画に寄与し、全会員参加を目的として、会員登録型の制度として導入する。 

２）登録対象 

      共和中学校ＰＴＡ会員の内、保護者会員を対象とし、生徒在籍中に１回以上登録ならび

参加を募る。        

３）登録時期と方法 

        ①登録時期：２）－①会員は、登録年度４月及びその後に随時登録とする。 

              ２）－②会員は、登録前年度３月とする。 

        ②登録方法：現役会員及び当該年度卒業会員は、ＳＳ制度登録票（別紙）を学校経

由で、配布、回収する。卒業生保護者及び地域の方は登録制とせず、グループメ

ールにて活動を知らせ、参加を募る。 



 

４）登録データ内容と管理方法 

        ①登録データ：ＳＳ制度登録票及び学校より提供される基礎データとする。 

        ②基礎データ：基礎データは、生徒名、学年、組等とする。 

        ③管理方法 

          ア）全データの閲覧権限者は、個人情報保護の観点より、以下の者に限定する。

なお諸活動に必要なデータは、閲覧権限者が必要データを学校及びＰＴＡ

各委員会に提供する。 

・ＰＴＡ：会長、副会長、ＳＳ制度コーディネーター（別途規定）。 

・学 校：学校長、教頭、教務主任 

          イ）データ保管場所は、CD-R / RW や MO 等の移動媒体とし、データはパスワー

ドで保護の上媒体の学校外持ち出しを禁止とする。また、パスワードは年

度ごとに更新する。 

          ウ）データ保管用移動媒体の管理は、教務主任が行う。 

 

５）登録の有効期限と更新方法 

        ①有効期限：登録対象年度１年間とし、毎年更新登録する。 

        ②更新方法：現役会員は新学期ごと、卒業会員は年度ごとに更新する。 

           卒業生については、引き続きグループメールへの登録をしていただけ

るよう、お知らせする。  

 

６）活動内容と連絡方法 

        ①ＳＳ制度の活動 

          ア）学校教育へのサポート活動 

          イ）ＰＴＡ行事へのサポート活動 

        ②活動内容 

          次年度事業計画書策定時に学校、各委員会からのヒアリング及びＳＳ制度運営

部会からの活動報告書に基づき決定する。 

        ③上記②により決定した活動内容に基づき、ＳＳ制度登録票の集約データを決定す

る。 

        ④連絡方法：現役会員は学校経由で、卒業会員は郵送及び電話で連絡する。 

        ⑤卒業生保護者及び地域の方は、グループメールを通して連絡し活動に参加するこ

とができる。 

３．制度の見直し 

   １）実効性のある制度運用のため年度ごとに制度の見直しを行う。 

   ２）定期見直項目：２に記載した活動内容及び運営方法。 

 

４．その他 

   １）卒業会員の保険付与のため、相模原市市民活動サポート保険制度へ加入する。 

   ２）運営帳票として、以下の帳票を作成する。 

     ①ＳＳ制度登録票（作成者登録対象会員） 

     ②参加報告書（作成者ＳＳ活動参加者） 

     ③活動報告書（作成者ＳＳ制度運営部会） 

５．改定 

１）本運用規定の改定は、運営委員会の承認事項とする。 

附 則 

１． この規定は、平成２０年４月２６日に一部改正。 

２． この規定は、平成２１年２月 ７日に一部改正。 

３． この規定は、平成２２年５月 ８日に一部改正。 

４． この規定は、平成２６年５月１０日に一部改訂 


